
 

北谷町フィッシャリーナ条例施行規則（平成２９年北谷町規則第５号）新旧対照表 

新 旧 

別表(第5条の2関係) 

車両区分 使用料 

入場から2時間まで 無料 

2時間を超えて24時間まで 1時間までごとに100円。ただし、500円を上限

とする。 

入場から24時間を超えた場合 24時間を超え1時間までごとに100円を加算す

る。ただし、24時間までごとに500円を上限と

する。 

 

 

別表(第5条の2関係) 

車両区分 使用料 

入場から2時間まで 無料 

2時間を超えて24時間まで 1時間までごとに100円。ただし、400円を上限

とする。 

入場から24時間を超えた場合 24時間を超え1時間までごとに100円を加算す

る。ただし、24時間までごとに400円を上限と

する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


